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主催：日本弁理士会　後援：東三河広域連合

■第１部

篠崎　宏氏
株式会社ＪＴＢ総合研究所　コンサルティング第一部長　主席研究員
■テーマ
地域における知財化の意義とその可能性
　地方創生の推進において、インバウンド観光の拡大と共に農水産品の高付加価値化は重要なテーマです。従来の六次産業化等
の枠組を超えた農林水産知財化が、今後の地域経済向上に寄与するものです。年間 200 日を超える出張での豊富な知見から、地域
活性化のための「知的財産」活用の重要性と今後の方向性について述べます。
■第２部

竹原　懋
つとむ

氏
日本弁理士会　農林水産知財対応委員会委員
■テーマ
地域活性化のための知的財産の重要性と活用のポイント
　地域活性化に役立つ知的財産として、昨今はご当地キャラなどが注目されてきましたが、地域の知的財産はキャラクターだけでは
ありません。
　本セミナーでは、地域と特に関わりの深い農林水産分野にどのような知的財産があるのか、再発見して頂こうと思います。そして、
それらの知的財産をどのように組み合わせて活用していけばよいのかにつき、具体的な事例をもとにお話をし、東三河地域のさら
なる活性化に役立てて頂こうと考えております。

定 員　150名

参加料無料

会場：豊橋商工会議所 ３階ホール

14：00〜17：00
（受付開始　13：30 ～）

愛知県豊橋市花田町字石塚 42 －１
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日本弁理士会主催
知的財産を活用した地域活性化セミナー

（東三河地域）

開 催 主 旨
日本弁理士会の委員会である農林水産知財対応委員会では、農林水産分野における知的財産の研究と

普及を目的に活動をしております。
農林水産分野においても知的創造活動が日常的に行われており、これにより生まれた知的財産を

上手に活用することで、地域の活性化が可能です。そして、豊かな自然・農業・伝統文化・観光資源を
有する東三河地域では、域内外の事業者連携等を通じて新たな知的財産を創出する潜在力も高く、知的
財産は地域の競争力向上の原動力となります。

そこで、当会では、地域活性化のための知的財産の重要性と活用法を東三河地域のユーザーの方々に
知っていただくべく、地域活性化に関する豊富な知見を有するＪＴＢ総合研究所の協力の下、下記の
とおりセミナーを開催いたします。

知的財産を活用した地域活性化セミナー（東三河地域）知的財産を活用した地域活性化セミナー（東三河地域）知的財産を活用した地域活性化セミナー（東三河地域）

氏　名

住　所

連絡先
（会社名の場合は

部署・役職等も
ご記入下さい ）

お申込方法
下記の申し込み用 WEB サイト、メール、または、参加申込書に
必要事項をご記入の上、Ｆａｘにてお申し込みください。

〒 100-0013　東京都千代田区霞が関３丁目２番６号
東京倶楽部ビル 14 階
Tel：03-3581-1211　Fax：03-3581-9188
Email: nousui-seminar@jpaa.or.jp

締切　12 月 9 日 ( 水 )　17 時まで

WEBでお申込みの方
http://www.benrishi-navi.com/f/?id=a126&type=1

メールでお申込みの方
件名：【知的財産を活用した地域活性化セミナー（12/16）】申込み
本 文：会社名・お名前・住所・電話番号・ファックス番号・メール
アドレスをご記載ください。

※ご記入いただいた個人情報は、主催者が責任もって管理し、本セミナーに関する連絡以外の目的には使用いたしません。

フリガナ

フリガナ

会社名

TEL.　　（　　　　）　　　　　　FAX.　　（　　　　）　　　　　　E-mail:

〒　　　―

参加申込書

会場周辺地図


